
特定非営利活動法人富山国際社会団体定款 

 
 
   第1章 総則 

 
 （名称） 
第１条 この法人は、特定非営利活動法人富山国際社会団体という。 
 
 （事務所） 
第２条 この法人は、主たる事務所を富山県高岡市に置く。 

 
 （目的） 
第３条 この法人は、文化背景が異なる地域住民間のコミュニケーションが必ずしも円滑になされてい

ない現状を改善すべく、日本籍、外国籍を問わず、富山県内の地域住民が、安全を守る活動、日本語

や生活情報の理解促進の活動、交流活動や相互理解を進める活動を行うことで、相互理解を促進し、

もって地域住民が安心、安全に住めるとともに、活力ある地域づくりに寄与することを目的とする。 
 
 （特定非営利活動の種類） 
第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 

(1) 社会教育の推進を図る活動 
(2) 災害救援活動 
(3) 地域安全活動 
(4) 国際協力の活動 
(5) 子どもの健全育成を図る活動 
(6) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 
(7) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 

 
 （事業の種類） 
第５条 この法人は、その目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。 

(1) 地域の安全に寄与する活動 
(2) 災害に備える活動 
(3) 日本語教育と基礎的生活・事業情報の共有 
(4) 異文化交流 
(5) 青少年のエンパワーメント 
(6) 職業能力向上支援 

 

   第２章 会員 

 
 （種別） 
第６条 この法人の会員は、次の３種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法（以下「法」とい



う。）上の社員とする。 
(1) 正会員   この法人の目的に賛同して入会し表決権を有する個人又は団体 
(2) 準会員   この法人の目的に賛同して入会し表決権を有しない個人又は団体 
(3) 賛助会員  この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体 

 
 （入会） 
第７条 会員の入会については、特に条件を定めない。 
２ 会員として入会しようとするものは、入会申込書を理事長に提出し、理事長の承認を得なければな

らない。 
３ 理事長は、正会員の申込みについては、正当な理由がない限り、入会を認めるものとし、入会を認

めない場合は、速やかに、理由を付した書面又は電磁的方法をもって本人にその旨を通知しなければ

ならない。 
 
 （会費） 
第８条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 
 
 （退会） 
第9条 会員は、退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 
２ 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。 
 (1) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき 

(2) 会費を１年以上納入せず、理事会において納入の意思がないものと判断したとき 
 (3) 除名されたとき 
 
 （除名） 
第10条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、これを除名することが

できる。ただし、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 
 (1) この定款等に違反したとき。 
 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 
 
 （拠出金品の不返還） 
第11条 会員が納入した会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。 
 
   第３章 役員 

 
 （種別、定数及び選任） 
第12条 この法人に次の役員を置く。 
 (1) 理事 ３名以上１０名以下 
 (2) 監事 １人以上２名以下 
２ 理事及び監事は、総会において選任する。 
３ 理事の中からその互選によって、次の役職者を選任する。 



 (1) 理事長  １名 
 (2) 副理事長 １名以上２名以下 
４ 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは３親等以内の親族が１人を超えて

含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び３親等以内の親族が役員の総数の３分の１を超えて含ま

れることになってはならない。 
５ 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。 
 
 （職務） 
第13条 理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。 
２ 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。 
３ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらか

じめ指名した順序によりその職務を代行する。 
４ 理事は、理事会を構成し、この定款の定め並びに総会及び理事会の議決に基づき、この法人の業務

を執行する。 
５ 監事は、次に掲げる職務を行う。 

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。 
(2) この法人の財産の状況を監査すること。 
(3) 前２号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定

款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。 
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。 
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会

の招集を請求すること。 
 
 （任期） 
第14条 役員の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結

の時までとする。ただし、再任を妨げない。 
２ 前項の規定にかかわらず、任期の末日において後任の役員が選任されていないときは、その任期を、

任期の末日後最初の総会が終結するまで伸長する。 
３ 補欠又は増員によって選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 
４ 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければなら

ない。 
 
 （欠員補充） 
第15条 理事又は監事のうち、その定数の３分の１を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充し

なければならない。 
 
 （解任） 
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができ

る。ただし、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 
(1) 法令又は定款に著しく違反する行為のあったとき 



(2) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。 
(3) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 

 
 （報酬等） 
第17条 役員は、その総数の３分の１以下の範囲内で報酬を受けることができる。 
２ 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 
３ 前２項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 
 
   第４章 総会 

 
 （種別） 
第18条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会とする。 
 
 （構成） 
第19条 総会は、正会員をもって構成する。 
２ 正会員以外の会員は、総会に出席し意見を述べることができる。 
 
 （権能） 
第20条 総会は、以下の事項について議決する。 
 (1) 定款の変更 
 (2) 解散 
 (3) 合併 
 (4) 事業計画及び活動予算並びにその変更 
 (5) 事業報告及び活動決算 
 (6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬 
 (7) 会費の額 
 (8) 借入金（その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第47条において同じ。）その

他新たな義務の負担及び権利の放棄 
 (9) 事務局の組織及び運営 
 (10) その他運営に関する重要事項 
 
 （開催） 
第21条 通常総会は、毎事業年度１回開催する。 
２ 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 
 (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 
 (2) 正会員総数の５分の１以上から会議の目的を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求が

あったとき。 
 (3) 監事が第13条第5項第４号の規定により招集したとき。 
 
 （招集） 



第22条 総会は、理事長が招集する。ただし前条第２項第３号の規定による場合は、監事が招集する。 
２ 理事長は、前条第２項第１号及び第２号の規定による請求があった場合は、その日から３０日以内

に臨時総会を招集しなければならない。 
３ 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をも

って、少なくとも５日前までに通知しなければならない。 
 
 （議長） 
第23条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。 
 
 （定足数） 
第24条 総会は、正会員総数の２分の１以上の出席がなければ開会することができない。 
 
 （議決） 
第25条 総会における議決事項は、第22条第３項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 
２ 総会の議決事項は、この定款に規定するもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数

のときは、議長の決するところとする。 
３ 理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合において、社員の全員が書面又は電磁

的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったもの

とみなす。 
 
 （表決権等） 
第26条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。 
２ やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面

又は電磁的方法をもって表決し、もしくは他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 
３ 前項の規定により表決した正会員は第24条、前条第２項、次条第１項第２号及び第51条の規定の適

用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。 
４ 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。 
 
 （議事録） 
第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。 

(1) 日時及び場所 
 (2) 正会員の現在数 
 (3) 出席した正会員の数（書面若しくは電磁的方法による表決者及び表決委任者については、その旨

を付記すること。） 
(4) 審議事項 

 (5) 議事の経過の概要及び議決の結果 
 (6) 議事録署名人の選任に関する事項 
２ 議事録には、その会議において出席した正会員の中から選任された議事録署名人２人以上が、議長

とともに署名又は記名、押印しなければならない。 
３ 前２項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたことによ



り、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければ

ならない。 
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容 

 (2) 前項の事項の提案をした者の氏名又は名称 
 (3) 総会の決議があったものとみなされた日 

(4) 議事録の作成に係る職務を行ったものの氏名 
 
   第５章 理事会 

 
 （構成） 
第28条 理事会は、理事をもって構成する。 
 
 （権能） 
第29条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。 
 (1) 総会に付議すべき事項 
 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 
 (3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 
 
 （開催） 
第30条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 
 (1) 理事長が必要と認めたとき。 
 (2) 理事総数の３分の１以上から会議の目的を記載した書面又は電磁的方法によって開催の請求があ

ったとき。 
(3) 第13条第5項第5号の規定により、監事からの招集の請求があったとき。 
 

 （招集） 
第31条 理事会は、理事長が招集する。 
２ 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を

招集しなければならない。 
３ 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法を

もって、少なくとも５日前までに通知しなければならない。 
 
 （議長） 
第32条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 
 
 （議決） 
第33条 理事会における議決事項は、第31条第３項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 
２ 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときには、議長の決するところによ

る。 
 



（表決権等） 
第34条 各理事の表決権は、平等なるものとする。 
２ やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ書面又は電磁的方法をもって

表決することができる。 
３ 前項の規定により評決した理事は、前条第2項及び次条第１項第２号の規定の適用については、そ

の理事は理事会に出席したものとみなす。 
４ 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。 
 

（議事録） 
第35条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならな

い。 
(1) 日時及び場所 

 (2) 理事総数 
 (3) 出席した理事の数及び出席者氏名（書面若しくは電磁的方法による表決者については、その旨を

付記すること。） 
(4) 審議事項 

 (5) 議事の経過の概要及び議決の結果 
 (6) 議事録署名人の選任に関する事項 
２ 議事録には、その会議において選任された議事録署名人２人以上が、議長とともに署名又は記名、

押印しなければならない。 
 
   第6章 資産、会計及び事業計画 

 
 （資産の構成） 
第36条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 
 (1) 設立時の財産目録に記載された資産 
 (2) 会費 
 (3) 寄付金品 
 (4) 財産から生じる収益 
 (5) 事業に伴う収益 
 (6) その他の収益 

 
（資産の区分） 

第37条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の１種とする。 
 
 （資産の管理） 
第38条 資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 
 

（経費の支弁）  
第39条 この法人の経費は、資産を持って支弁する。 



 
 （会計の原則） 
第40条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。 
 
 （会計の区分） 
第41条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の１種とする。 
 
（事業計画及び予算） 
第42条 この法人の事業計画及び予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。これを

変更する場合も同様とする。 
 
 （予備費の設定及び使用） 
第43条 前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けることがで

きる。 
２ 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。 
 
 （予算の追加及び更正） 
第44条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正

をすることができる。 
 
 （暫定予算） 
第45条 第40条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理

事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。 
２ 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。 
 
 （事業報告及び決算） 
第46条 理事長は、毎事業年度終了後、速やかに、事業報告書、活動計算書、財産目録、貸借対照表、

収支計算書を作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 
２ 決算上剰余金を生じたときには、次事業年度に繰り越すものとする。 
 

（借入金） 
第47条 この法人が、資金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするとき

は、総会の議決を経なければならない。ただし、その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金

の場合はこの限りではない。 
 
 （事業年度） 
第48条 この法人の事業年度は、毎年１月１日に始まり、同年１２月３１日に終わる。 
 
   第７章 事務局 

 



 （設置） 
第49条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。 
２ 事務局の職員は、理事長が任免する。 
 
（書類及び帳簿の備置き） 
第50条 主たる事務所には、法第28条に規定される書類のほか、次に掲げる書類を常に備えておかなけ

ればならない。 
(1) 会員名簿及び会員の異動に関する書類 
(2) 収支に関する書類及び証拠書類 

 

第８章 定款の変更及び解散及び合併 

 
 （定款の変更） 
第51条 この定款の変更は、総会において正会員総数の２分の１以上が出席し、その出席者の４分の３

以上の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得な

ければならない。 
 (1) 目的 
 (2) 名称 
 (3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類 
 (4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地（所轄庁変更を伴うものに限る） 
 (5) 社員の得喪に関する事項 
 (6) 役員に関する事項（役員の定数に関する事項を除く） 

(7) 会議に関する事項 
(8) その他の事項を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項 
(9) 解散に関する事項（残余財産の帰属すべき事項に限る） 
(10) 定款の変更に関する事項 

 
 （解散） 
第52条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。 
 (1) 総会の決議 
 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 
 (3) 正会員の欠亡 
 (4) 合併 
 (5) 破産手続開始の決定 
 (6) 所轄庁による設立認証の取消し 
２ 前項第1号の事由により解散するときは、正会員総数の４分の３以上の承諾を得なければならない。 
３ 第１項第２号の事由により解散する時は、所轄庁の認定を得なければならない。 
 

（残余財産の処分） 
第53条 この法人が解散（合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。）したときに残存する財産



は、法第11条第３項に掲げる者のうち、総会で議決したものに譲渡するものとする。 
 

（合併） 
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の４分の３以上の議決を経、か

つ所轄庁の認証を得なければならない。 
 
   第９章 雑則 

 
（公告） 

第55条 この法人の公告は、主たる事務所の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし

法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示

して行う。 
 
 （委任） 
第56条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 
 
   附 則 
１ この定款は、この法人の成立の日から施行する。 
 
２ この法人の設立時の会費は、第８条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものとする。 

(1) 正会員 
  会費 年額      １０，０００円 

(2) 準会員 
会費 年額       ２，０００円 

(3) 賛助会員  
会費 月額   （１口）５，０００円（１口以上） 

 
３ この法人の設立当初の役員は、次に掲げるとおりとし、その任期は、第14条第1項の規定にかかわ

らず、令和7年12月31日までとする。 
 (1) 理事長     ALI MUHAMMAD（アリ モハマド） 
 (2) 副理事長    MAHMOOD ZAHID（メヘムッド ザヒド） 
 (3) 理事      BEHLUM NAWAB ALI（ベーラム ナワブ アリ） 
 (4) 理事      HAFEEZ NASIR（ハフィズ ナセル） 
 (5) 理事      RAUF ARIF（ラウフ アリフ） 
 (6) 理事      太田正博 
 (7) 監事      宇野津友久 
４ この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第42条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところ

による。 
 
５ この法人の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、成立の日から令和6年12月31日ま



でとする。 



役 員 名 簿 

 

特定非営利活動法人富山国際社会団体 

 

役職名 

 

 

氏 名 

 

住 所 又 は 居 所 

 

報酬の有無 

理事長 

 
ALI MUHAMMAD 富山県高岡市石瀬 641 番地 4 

無 

副理事長 

 
MAHMOOD ZAHID 富山県射水市七美二丁目 2番地 6 

無 

理事 

 
BEHLUM NAWAB ALI 

富山県射水市草岡町二丁目 16 番

地 2 

無 

理事 

 
HAFEEZ NASIR 富山県富山市願海寺 164 番地 

無 

理事 

 
RAUF ARIF 

富山県射水市射水町二丁目9番地

堀岡県営住宅 3－202 

無 

理事 

 
太田正博 

富山市五福601番地1神通スカイ

ハイツ 602 号 

無 

監事 

 
宇野津友久 富山市婦中町麦島 5番地 

無 

 

 

 



設 立 趣 旨 書 

 

１ 趣 旨 

一定の地域に言語、習慣、文化、宗教、価値観が異なる人々が住めば、誤解や無理解か

らトラブルが起きるのは避けられません。そのため、外国人が日本社会に住むのであれば

「郷に入りては郷に従え」とばかり、日本人と同じようにふるまうことを要求する意見が

出てきます。生活上のルールや交通安全のための規則等日本社会の慣行は、日本人同様外

国人にも守ってもらわなければならないものの、宗教や中核となる価値観までも日本人と

同じことを要求すると、外国人の民族性、歴史性を理解せず尊厳性を顧みない行為とみら

れても仕方がありません。 

一方、同じ地域に住む外国人と話し合い、決まり事を作ると多大な労力が必要だとして

それを避けると、行政やボランティアに対応を押し付けてしまい、外国人と日本人とのコ

ミュニケーションは必要最小限となります。人間としての情的な交流や相互啓発や成長の

機会が失われ、それはもったいなくさみしいことです。相手に関心を寄せ、よく分からな

いことでも良く聴いて質問して交流すれば、新鮮な驚きが得られ楽しく住みやすい地域に

なるはずです。 

外国人が日本に住むようになった経緯はさまざまです。留学や就労のため単身来日した

り、結婚による配偶者の立場で来る人は自分の意志で来日します。一方、幼少期に親に連

れられて来日した子供は学校で日本語が話せるようになりますが、親が母国語しか話せな

いと、親に相談事を話せなくなってしまいます。フルタイムで働ける在留資格がいつまで

も得られず、法的に安定した資格がなく自分の将来を描けない子どももいます。それぞれ

の立場や状況によって抱える困難は異なりますが、これら外国人が抱える問題に関心を寄

せる日本人と外国人がコミュニケーションを継続しアイデア交換を重ねていけば、外国か

ら先駆けて来日した親世代同様、活路は開かれていきます。そのような異文化の交流の中

で、引きこもりやいじめ等で苦しむ日本人の家庭にとっても解決の糸口が見えてくるかも

しれません。そのために法人を設立し、活動を継続し知恵と経験が集積していけば、困難

の壁は小さく、また低くなるはずです。 

異なるものの出会いによって新しいものが生まれ、そこに住む者たちが豊かに幸福に生

活する国際社会の構築を、富山に住む者たちで行うことを願い、特定非営利活動法人富山

国際社会団体を設立することとなりました。安全を守るためのワークショップ等の開催、

地震等の災害に備え準備する活動、日本語学習の機会や生活情報・行政情報・事業関連情

報の理解促進の機会の提供、青少年による夢や将来を発表したり語り合う場を設ける活動、

さらにはバーベキューや異文化の紹介を通して相互理解を進めるための催し物等を展開し、

外国人も地域の大切な一員として日本人と共に良き地域、良きふるさとを創っていきます。 

 

 

 

 

 

 



２ 申請に至るまでの経緯 

令和５年５月より、富山県内在住の外国人、及び外国人支援事業に関心のある専門家等

に呼びかけて６月５日に設立準備委員会を設立し準備を進め、令和６年３月１７日に設立

総会を開催した。 

 

令和５年 ６月 ５日 第１回設立準備会 

〃 ６月１４日 第２回設立準備会 

〃 ６月２３日 第３回設立準備会 

〃 ９月 ２日 第４回設立準備会 

〃 ９月 ９日 第５回設立準備会 

〃 ９月２３日 第６回設立準備会 

〃１２月１１日 第７回設立準備会 

令和６年 ３月１７日 特定非営利活動法人富山国際社会団体設立総会 

 

 

令和６年３月１７日 

 

 

特定非営利活動法人富山国際社会団体 

設立代表者 住所 富山市五福601番地1 

神通スカイハイツ602号 

      氏名 太田正博  

 

 

 



令和６年度事業計画書 

 

法人設立の日から 令和６年１２月３１日まで 

特定非営利活動法人富山国際社会団体 

 

１ 事業実施の方針 

異なる背景を持つ者たちが一定の地域に住むと、誤解や無理解から問題が発生すること

があります。それで、富山に住む者たちが、豊かに幸福に生活する国際社会の構築を願い、

特定非営利活動法人富山国際社会団体を設立し、安全を守る活動、日本語や生活情報の理

解促進の活動、交流活動や相互理解を進める活動を行っていきます。 

その際に、活動を推進する者たちが、自分たちの活動が地域にどのように見られ、どの

ように受け入れられるかを考える視点が必要と思います。そのことが結果的に地域コミュ

ニティづくり・まちづくりにつながっていきます。 

また、地域に住む青少年が、その活動を通じて希望を感じ、積極的に関わっていくこと

を欲する活動でなければなりません。青少年が、その活動を通じて自分が成長しているこ

とを実感し、自分が地域に貢献している姿を思い描くことができるならば、それはひとり

青少年だけの喜びではなく、地域に住む大人全体の喜びでもあります。 

 

２ 事業の実施に関する事項 

 (1) 特定非営利活動に係る事業 

定款の 

事業名 

 

事 業 内 容 

(A)当該事業の実施

予定日時 

(B)当該事業の実施

予定場所 

(C)従事者の予定人

数 

(D)受益対象

者の範囲 

(E)予定人数 

事業費の予算額 

(円) 

① 地域の安全

に寄与する

活動 

 

地域の安全のためのワ

ークショップを行った

り、市町村や他の公益

団体等が主宰する地域

パトロール活動に人材

を派遣する。 

・本事業年度は実

施予定なし 

― ― 

② 災害に備え

る活動 

災害関連情報の入手方

法を理解し、災害発生

時の行動を話し合い、

事前に周知する 

(A) 年1回 

(B) 県内 

(C) 8人 

（D）災害発

生に不安を

持つ住民 

（Ｅ）20人 

100,000 

③ 日本語教育

と基礎的生

活・事業情報

の共有 

 

日本語教師、公務員、

事業関連の専門家を招

き、生活や事業をする

うえで基礎的な情報を

学ぶ 

(A)年1回 

(B)県内 

(C)8人 

（D）生活や

事業上の困

難を持つ住

民 

（Ｅ）20人 

100,000 



④ 異文化交流 

 

異文化理解のためのバ

ーベキューや、講演会、

意見交換会等を開催す

る 

(A)年1回 

(B)県内 

(C)8人 

（D）異文化

理解に関心

がある住民 

（Ｅ）20人 

100,000 

⑤ 青少年のエ

ンパワーメ

ント 

国籍を超え、青少年が

夢や将来を発表したり

語り合う場を設ける。 

・本事業年度は実

施予定なし 

― ― 

⑥ 職業能力向

上支援 

 

 

職業能力の向上や自己

管理能力向上のための

アイデア交換会を行

う。 

(A)年1回 

(B)県内 

(C)8人 

（D）職業能

力向上や自

己管理に関

心がある住

民 

（Ｅ）20人 

100,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

令和７年度事業計画書 

 

令和７年１月１日から 令和７年１２月３１日まで 

特定非営利活動法人 富山国際社会団体 

１ 事業実施の方針 

 異なる背景を持つ者たちが一定の地域に住むと、誤解や無理解から問題が発生するこ

とがあります。それで、富山に住む者たちが、豊かに幸福に生活する国際社会の構築を願

い、特定非営利活動法人富山国際社会団体を設立し、安全を守る活動、日本語や生活情報

の理解促進の活動、交流活動や相互理解を進める活動を行っていきます。 

その際に、活動を推進する者たちが、自分たちの活動が地域にどのように見られ、どの

ように受け入れられるかを考える視点が必要と思います。そのことが結果的に地域コミュ

ニティづくり・まちづくりにつながっていきます。 

また、地域に住む青少年が、その活動を通じて希望を感じ、積極的に関わっていくこと

を欲する活動でなければなりません。青少年が、その活動を通じて自分が成長しているこ

とを実感し、自分が地域に貢献している姿を思い描くことができるならば、それはひとり

青少年だけの喜びではなく、地域に住む大人全体の喜びでもあります。 

 

２ 事業の実施に関する事項 

 (1) 特定非営利活動に係る事業 

定款の 

事業名 

 

事 業 内 容 

(A)当該事業の実施

予定日時 

(B)当該事業の実施

予定場所 

(C)従事者の予定人

数 

(D)受益対象

者の範囲 

(E)予定人数 

事業費の予算額 

(円) 

① 地域の安全

に寄与する

活動 

地域の安全のためのワ

ークショップを行った

り、市町村や他の公益

団体等が主宰する地域

パトロール活動に人材

を派遣する。 

(A)年1回 

(B)県内 

(C)8人 

（D）地域の

安全に関心

を持つ住民 

（Ｅ）20人 

100,000 

② 災害に備え

る活動 

災害関連情報の入手方

法を理解し、災害発生

時の行動を話し合い、

事前に周知する 

・本事業年度は実

施予定なし 

― ― 

③ 日本語教育

と基礎的生

活・事業情報

の共有 

 

日本語教師、公務員、

事業関連の専門家を招

き、生活や事業をする

うえで基礎的な情報を

学ぶ 

(A)年1回 

(B)県内 

(C)8人 

（D）生活や

事業場の困

難を持つ住

民 

（Ｅ）20人 

100,000 



④ 異文化交流 

 

異文化理解のためのバ

ーベキューや、講演会、

意見交換会等を開催す

る 

(A)年1回 

(B)県内 

(C)8人 

（D）異文化

理解に関心

がある住民 

（Ｅ）20人 

100,000 

⑤ 青少年のエ

ンパワーメ

ント 

国籍を超え、青少年が

夢や将来を発表したり

語り合う場を設ける。 

(A)年1回 

(B)県内 

(C)8人 

（D）青少年

のエンパワ

ーメントに

関心がある

住民 

（Ｅ）20人 

100,000 

⑥ 職業能力向

上支援 

 

 

職業能力の向上や自己

管理能力向上のための

アイデア交換会を行

う。 

・本事業年度は実

施予定なし 

― ― 

 



設立当初の事業年度活動予算書
法人成立の日から  令和６年  12月  31日まで

特定非営利活動法人富山国際社会団体
（単位：円）

科目
Ⅰ 経常収益

１．受取会費
正会員受取会費 500,000
準会員受取会費 100,000
賛助会員受取会費 840,000

1440000
２．受取寄附金

受取寄附金　　 100000
施設等受入評価益

100000
３．受取助成金等

受取民間助成金
0

４．事業収益
職業能力向上支援事業収益

0
５．その他収益

受取利息
雑収益

0
経常収益計 1540000

Ⅱ 経常費用
１．事業費

人件費
給料手当 120,000
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費

人件費計 120000
その他経費
会議費 220,000
旅費交通費 60,000
施設等評価費用
減価償却費
支払利息

その他経費計 280000
事業費計 400000

２．管理費
人件費
役員報酬 0
給料手当 960,000
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費

人件費計 960000
その他経費
会議費 120,000
旅費交通費 30,000
減価償却費
支払利息

その他経費計 150000
管理費計 1110000

経常費用計 1510000
当期経常増減額 30000

Ⅲ 経常外収益
１．固定資産売却益

経常外収益計 0
Ⅳ 経常外費用

１．過年度損益修正損

経常外費用計 0
当期正味財産増減額 30000
設立時正味財産額
次期繰越正味財産額 30000

金額

（１）

（２）

（１）

（２）



令和7年度　活動予算書
令和７年　1月　1日から  令和　７年　12月   31日まで

特定非営利活動法人富山国際社会団体
（単位：円）

科目
Ⅰ 経常収益

１．受取会費
正会員受取会費 500,000
準会員受取会費 100,000
賛助会員受取会費 840,000

1440000
２．受取寄附金

受取寄附金　　 100,000
施設等受入評価益

100000
３．受取助成金等

受取民間助成金
0

４．事業収益
職業能力向上支援事業収益

0
５．その他収益

受取利息
雑収益

0
経常収益計 1540000

Ⅱ 経常費用
１．事業費

人件費
給料手当 120,000
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費

人件費計 120000
その他経費
会議費 220,000
旅費交通費 60,000
施設等評価費用
減価償却費
支払利息

その他経費計 280000
事業費計 400000

２．管理費
人件費
役員報酬 0
給料手当 960,000
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費

人件費計 960000
その他経費
会議費 120,000
旅費交通費 30,000
減価償却費
支払利息

その他経費計 150000
管理費計 1110000

経常費用計 1510000
当期経常増減額 30000

Ⅲ 経常外収益
１．固定資産売却益

経常外収益計 0
Ⅳ 経常外費用

１．過年度損益修正損

経常外費用計 0
当期正味財産増減額 30000
前期繰越正味財産額 30000
次期繰越正味財産額 60000

金額

（１）

（２）

（１）

（２）


